
「別紙」
介護職員処遇改善加算：有（４％） 特定事業所加算：無

Ⅰ．居宅ｻｰﾋﾞｽ

基本部分 所要時間（単位数） 介護費用 利用者負担金 処遇改善加算 ご請求額合計 キャンセル料

①身体介護が中心の ２０分以上３０分未満 ２，６５７円 ２６６円 １１円 ２７７円 ２６６円

　場合 （２５５単位）

３０分以上１時間未満 ４，２０９円 ４２１円 １７円 ４３８円 ４２１円

（４０４単位）

１時間以上１時間３０分 ６，１１６円 ６１２円 ２４円 ６３６円 ６１２円

未満（５８７単位）

②生活援助が中心の ２０分以上４５分未満 １，９９０円 １９９円 ９円 ２０８円 １９９円

　場合 （１９１単位）

４５分以上 ２，４５９円 ２４６円 １０円 ２５６円 ２４６円

（２３６単位）

※上記利用者負担金は、各サービス提供１回当たりの負担金の参考とするもので、実際の負担金は介護給付の単位数を1月ごとに集計し、

　介護職員処遇改善加算(4%)を乗じ、端数分を四捨五入した単位数を加え、地域加算(10.42%)を乗じ、端数を切り捨てた額より保険負担額

　90%を引いた残りがご負担となります。

※緊急やむを得ない事情のある場合以外の、当日のキャンセルにつきましては、利用者負担金の

　１００％をご請求させていただきますので、ご了承ください。

Ⅱ．介護予防ｻｰﾋﾞｽ

介護予防訪問介護費（Ⅰ）･･･【週１回程度の利用が必要な場合】

単位数（月の定額） 介護費用 利用者負担金処遇改善加算 ご請求額合計 キャンセル料

介護予防訪問介護費（Ⅱ）【週２回程度の利用が必要な場合】

単位数（月の定額） 介護費用 利用者負担金処遇改善加算 ご請求額合計 キャンセル料

介護予防訪問介護費（Ⅲ）【（Ⅱ）を超える利用が必要な場合】

単位数（月の定額） 介護費用 利用者負担金処遇改善加算 ご請求額合計 キャンセル料

☆緊急時訪問介護加算☆　ご利用者やそのご家族等からご依頼を受けて、サービス提供責任者が

　　　　　　　　　　　　　　　　　ケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めた時に

　　　　　　　　　　　　　　　　　居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合。

加算単位数（1回ごと） 介護費用 利用者負担金

　※処遇改善加算が加わります。

☆訪問介護初回加算☆　新規、または中止から概ね2ヶ月後に再開のご依頼をいただき、

　　　　　　　　　　　　　　　訪問介護計画を作成したご利用者に対して、初回に実施した訪問介護と

　　　　　　　　　　　　　　　同月内にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合、または、

　　　　　　　　　　　　　　　他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。

加算単位数（1月ごと） 介護費用 利用者負担金

　※処遇改善加算が加わります。
２００単位 ２，０８４円 ２０９円

　　　　社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会　在宅福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　２０１４．４．１

※月の定額制である介護予防サービスにおいて、1回もご利用がない月に当日のキャンセルが含まれた場合

　（緊急やむを得ない事情のある場合以外）については、月のご利用料金を１００％ご請求させていただくこともあります。

１００単位 １，０４２円 １０５円

３，８８９単位 ４０，５２３円 ４，０５３円 １６２円 ４，２１５円

１，３２９円 １，２７８円

４，０５３円

２，４５２単位 ２５，５４９円 ２，５５５円 １０３円 ２，６５８円 ２，５５５円

利 用 料 金 表　【平成26年4月1日～】
地域区分：１０．４２（５級地）

１，２２６単位 １２，７７４円 １，２７８円 ５１円



※上記利用者負担金は、各サービス提供１回当たりの負担金の参考とするもので、実際の負担金は介護給付の単位数を1月ごとに集計し、


